
一
　
指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
指
定
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理
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に
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指
定
代
理
納
付
者
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付
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四
　
指
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代
理
納
付
者
に
納
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さ
せ
る
期
間

第
二
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七
号
様
式
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
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る
。
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則

山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
指
定
代
理
納
付
者
（
第
四
項
及
び
第
五

項
並
び
に
第
四
十
六
条
の
二
に
お
い
て
「
指
定
代
理
納
付
者
」
と
い
う
。）
か
ら
現
金
を
収
納
し
た

と
き
は
、
現
金
領
収
書
に
代
え
て
、
領
収
書
（
第
二
十
七
号
様
式
の
二
）
を
納
人
に
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

第
四
十
四
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
指
定
代
理
納
付
者
か
ら
現
金
を
収
納
し
た
と
き
は
、
こ
の
旨
を
通
知
し
な
い
も
の
と
す

る
。

第
四
十
四
条
第
五
項
中
「
現
金
払
込
済
書
」
の
下
に
「（
指
定
代
理
納
付
者
か
ら
現
金
を
収
納
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
現
金
払
込
済
書
）」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
）

第
四
十
六
条
の
二
　
部
長
は
、
指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
会
計
管
理
者
に
合

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
内

容
を
変
更
し
、
又
は
取
り
消
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。
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二

第２７号様式の２（第４４条関係）



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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成
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一
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二
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八
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三



発
行
者
　
　
山
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甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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四


